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１

ペ
ー
ジ

議
会
規
則

◯
秋
田
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
一
・
議
事
課
）
…
１

議
会
告
示

◯
秋
田
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
（
二
・
政
務
調
査
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

秋
田
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
三
日

秋
田
県
議
会
議
長
　
中
　
泉
　
松
之
助
　

秋
田
県
議
会
規
則
第
一
号

秋
田
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
秋
田
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
懲
罰
の
動
議
」
を
「
懲
罰
の
審
査
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
五
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

議
事
は
、
議
長
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
記
録
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
議
会
告
示
第
二
号

秋
田
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を

次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
三
日

秋
田
県
議
会
議
長
　
中
　
泉
　
松
之
助
　

秋
田
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程

秋
田
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
秋
田
県
議
会

告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
政
務
調
査
費
の
交
付
」
を

「
の
施
行
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
の
通
知
」
を
「
通
知
書
」
に
改
め
、
同
条
中
「
規

定
に
よ
る
通
知
」
を
「
様
式
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
の
請
求
」
を
「
請
求
書
」
に
改
め
、
同
条
中
「
規

定
に
よ
る
請
求
」
を
「
様
式
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
見
出
し
中
「
収
支
報
告
書
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条
第

一
項
及
び
第
二
項
中
「
収
支
報
告
書
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条
第
三

項
中
「
収
支
報
告
書
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
「
別
に
」
を
削
り
、
同
条

を
第
九
条
と
し
、
第
七
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
六
条
中
「
第
十
条
第
四
項
」
を
「
第
十
条
第
五
項
」
に
、
「
様
式
第
七

号
に
よ
る
」
を
「
様
式
第
八
号
に
よ
る
送
付
書
に
よ
っ
て
行
う
」
に
改
め
、

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
支
払
証
明
書
）

第
六
条

条
例
第
十
条
第
四
項
の
書
面
は
、
様
式
第
七
号
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「
下
記
」
を
「
次
」
に
改

「

め
、

─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

─
　
を
」

「
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─

に
改
め

」

る
。

「

様
式
第
四
号
中
「
下
記
」
を
「
、
次
」
に
改
め
、

─
　
　
　
　
　
　
　

記

「

記

─
　
を
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

─

に
改
め
る
。

」

「

様
式
第
五
号
及
び
様
式
第
六
号
中
「
下
記
」
を
「
次
」
に
改
め
、

─
　

「

記

─
　
を
　
─
　
　
　
　

」

─
　
に
改
め
る
。

」

様
式
第
七
号
中
「
第
６
条
」
を
「
第
７
条
」
に
、
「
第1

0
条
第
４
項
」
を

「
第1

0

条
第
５
項
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
八
号
と
し
、
様
式
第
六
号

の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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附
　
則

１

こ
の
規
程
は
、
次
の
一
般
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
議
員
の
任
期
を
起

算
す
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
規

程
の
規
定
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
以
後
に
交
付
決
定
さ
れ
る
政
務
調

査
費
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
交
付
決
定
さ
れ
る
政
務
調
査
費
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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